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住宅まちづくり部 

 

 

 

■テーマ１：大都市としての活力と魅力づくり ～大阪の都市構造の大胆な転換～ 

 

 

 

【めざす方向】 

 

 

 

 

 

 

 

【年度の取組みを振り返って】 

24年度の取組みと目標 実施状況・取組結果 

 

 

 
□蓄積された都市機能のポテンシャルを活かし、大阪
の都市構造を大胆に転換するための「グランドデザイ
ン」を確立 

 
□都市エリア等（4 つのエリア・2 つの都市軸）におけ
る府・大阪市一体の取組み 

 

 

 

 
■都市戦略として大阪がめざすべき方向性（2050
年）、実現に向けた取組み方策等を明示するグラ
ンドデザインを策定します。 

 
■各エリアの状況に応じ、府・市一体で取組み、エリア
等の将来像の明確化、土地利用構想の具体化、
地元等の取組主体の形成等を図ります。 

 

  

 

【実施状況】 
□H24.6.19 第 14 回府市統合本部会議で「グラン
ドデザイン・大阪」をとりまとめ。 

□H24.6.29 第 ３回戦略本部会議で「行政計画」 
  として決定。 
□H24.9.14 大阪府、大阪市、経済団体等が一体
となり、「グランドデザイン・大阪」推進会議を設立。 

□H24.11.1 府市一体の組織として「グランドデザイン
チーム」（40名の府・市併任職員）が発足。 

 

 
【取組結果】 
●新大阪・大阪エリア 
都市再生緊急整備協議会「大阪駅周辺部会」が
設置され、第 2 回部会において、うめきたはみどり化
を中心とした土地利用、構想段階から公募すること
を決定。 

 
●なんば・天王寺・あべのエリア 
民主体の「天王寺あべのまちづくり研究会」が設立さ
れ、府はオブザーバーとして参加。これまでに 8 回研
究会を開催し、「なんば天王寺あべのグレートスタジア
ム構想」を策定。 

 
●大阪城・周辺エリア 
大阪城東部の鉄道施設や清掃工場等が広がるエリ
アの土地利用転換について、府・市・都市再生機構

平成 24年度 住宅まちづくり部 重点政策推進方針 点検結果 

大都市としてこれまで蓄積された都市資源について、そのポテンシャルを最大限活用しながら、大阪の都市
構造の大胆な転換などにより、大都市としての活力・魅力づくりを実現。 
○府域全域の方向性を示す「将来ビジョン・大阪」のもと、大阪の再生に不可欠な大阪都心部の 2050年を
目指した大きな方向性と今後の取組みを示す「グランドデザイン」を確立し、府・大阪市一体の取組みを進
めます。 

○地域ブランドを高めるプロジェクトの推進等による、内外の集客力強化、地域の既存資産を活かした都市づ
くりを進めます。 

 

自己評価 

 

都市魅力あふれる大都市・大阪の実現  
～「グランドデザイン・大阪」の推進～ 

 

ほぼ達成
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による勉強会を発足。また、成人病センター跡地につ
いては、大学の立地も一つの案として検討。 
 

●夢洲・咲洲エリア 
H24.12、H25.3 に咲洲地区活性化協議会を府
市共同で開催するなど、地区の活性化及び魅力向
上に向けた取組みを公民協働で推進。 

 
●御堂筋・周辺エリア 
大阪市都市計画審議会専門部会による「御堂筋の
活性化に関する検討調査」において、オブザーバーと
して参画し、活性化の方向性をとりまとめた。 

 
●中之島・周辺エリア 
官民による情報・目標を共有し、中之島のシンボルア
イランド化に向けた協働する場の設置にむけて調整。 

 

 

 

 
□りんくうタウンの活性化、国内外からの集客拠点の形
成に向け、クールジャパンフロント、国際医療交流の
拠点づくりを推進 

 

 

 

 
 
□泉北ニュータウンの再生に向け、泉ケ丘駅前地域活
性化ビジョンの具体化、公的賃貸住宅再生計画に
基づく取組みを推進 

 

 
 
□府民や観光客が景観資源を手軽に見て実感できる
情報発信の仕組みを創設 

 

 

 
 
■「クールジャパンフロント」のコアエリアの H26年度まで
の概成を目指し、全体スキームを構築します。また、
国際医療交流の拠点となる高度がん医療施設の
整備事業を支援します。（H26年度開院目標） 

 
 
 
 
■地元関係者と協力し、泉ヶ丘駅前地域でのエリアマ
ネジメント組織のあり方の検証・組織構築に向けた
ロードマップを作成します。 
タウン管理財団による駅前ビル等の民間譲渡に向け
た取組みを支援します。 
具体的団地での公的賃貸住宅再生の事業計画案

 
 
 
【実施状況】 
□クールジャパンフロントのまちづくり 
・H24.9.20 まちづくり応援団発足 
・まちづくりへの参画意向について、民間事業者等に
ヒアリング等を実施。 

□国際医療交流の拠点づくり 
・H24.3.9 総合特区計画の認定 
・H24.6.15総合特区計画の変更 
・事業化に向け、国や事業者等との協議を継続中。 

 

□泉ヶ丘駅前地域の活性化に向け、府市等連携協
議会において「エリアマネジメント組織構築計画」を策
定。また、駅前ビル等の処分について、タウン管理財
団にて公募に向け準備中。公的賃貸住宅再生事
業について、更なる検討を実施。 

 

□スマートフォン用アプリによる現地案内システムを活用
して情報発信できる仕組みを作成。PR 効果を考え
て GW前に運用を開始予定。 

 

 

【取組結果】 
●まちの開発・運営事業者の候補であるディベロッパー
からはまちづくりへの参画を得られるまでには至らなか
ったが、テナント出展に前向きなマンガ・アニメなどのコ
ンテンツ事業者の掘り起こしは一定できた。また、高
度がん医療施設の整備事業については、事業着手
に向け、国等関係機関との協議を進めているが、事
業着手には至らなかった。 

 
●府市等連携協議会において、地元関係者と協力
し、エリアマネジメント組織構築へのロードマップとし
て、「泉ヶ丘駅前地域エリアマネジメント組織構築計
画」を策定した。 
駅前ビル等の譲渡にむけた支援の一環として、泉ヶ
丘駅前地域の活性化事業を実施することにより、同

地域ブランドを向上するプロジェクトの推進と景観資
源による都市魅力の向上 
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を作成します。 
 
 
 
 

■民間の IT サービスを活用し、携帯型情報端末で検
索できる景観資源の情報を発信します。 

 

 

地域のポテンシャル向上に取り組んだ。 
公的賃貸住宅事業者間の連携による非現地建替
えによる経済シミュレーションを実施、建替え事業実
施の可能性を検証した。 

 
●景観上優れた建物や歴史的建築物など約 400 件
について、カフェやショップなどのスポット情報とともに携
帯型端末に向けて情報発信し、大阪の魅力をPRで
きた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【部長コメント（総評）】 

「大都市としての活力と魅力づくり」の取組みについては、ほぼ所期の目標どおり進んでいます。 

 

＜24年度を振り返っての自己評価（年度目標の達成度）＞ 

○できたこと（成果・実績） 

府市統合本部会議において「グランドデザイン・大阪」を取りまとめるとともに、戦略本部会議で「行政

計画」として決定し、象徴的な６エリアにおいて取組みを推進。各エリアの将来像の明確化や土地利用

構想の具体化、更には地元等の取組み主体の形成が進んでいます。 

地域ブランドを向上するプロジェクトについては、「クールジャパンフロント」のまちづくり応援団の発足やコ

ンテンツ事業者等へのヒアリングを実施しました。また、景観資源の情報発信についてはスマートフォンアプ

リによる現地案内システムを活用した情報発信ができる仕組みを作成しました。 

泉北ニュータウンの再生については、「泉ヶ丘駅前地域エリアマネジメント組織構築計画」を策定し、泉

ヶ丘駅前地域の活性化を推進するとともに、事業者間の連携による非現地建替えの経済シュミレーショ

ン等、公的賃貸住宅再生への取組みを進めました。 

○できなかったこと（課題・反省点） 

「クールジャパンフロント」については、まちの開発・運営事業者の候補であるディベロッパーからはまちづく

りの参画を得られるまでには至りませんでした。今後、まちへの継続的な集客と投資を回収し利益を生み

出すことができるビジネスモデルを構築するため、プロデューサーを確保し、企業グループを組成するととも

に、具体的な事業プランを組み立てる必要があります。また、高度がん医療施設の整備の着手に向け、

引き続き、事業者と密に連携を図る必要があります。 

 

＜上記評価を踏まえた 25年度における取組の方向性＞ 

○推進 

引き続き、「グランドデザイン・大阪」については象徴的な６エリアにおける取組みを推進するとともに、

広く関西を見据えた交通インフラや、都市機能の集積、自然環境、歴史文化といった大阪の特性を生

かした都市構造の転換を図るなど、定住魅力あふれる都市空間の創造に向けた「グランドデザイン・大阪

都市圏」の策定を進めてまいります。 

地域ブランドの向上についても、クールジャパンフロントのまちづくりや泉北ニュータウンの再生等を通じ、

内外の集客力強化、地域の既存資産を活かした都市づくりを進めてまいります。 
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■テーマ２：減災の視点による災害に強い住まいとまちの整備 

 

【めざす方向】 

 

 

 

 

 

【年度の取組みを振り返って】 

24年度の取組みと目標 実施状況・取組結果 

民間住宅・建築物の耐震化の促進 

□木造住宅の耐震化のスピードアップ 
 
 
 
□特定建築物の耐震化の誘導方策の検討・具体化 
   
 

 

耐震化を進め、府民の安全・安心を向上します 

■民間住宅耐震改修補助の活用件数を増やします。 
 H22：386件、H23：616件 ⇒ H24：1,000件 
 
■特定建築物の耐震化の誘導方策を構築します。 
 

 
 
【実施状況】 
□まちまるごと耐震化支援事業を 9市 10地区で事業
実施。 

 
 

□広域緊急交通路沿道建築物の耐震化を促進する
耐震診断・改修補助制度を創設。 

 

 
 
 
【取組結果】 
●＜木造住宅改修補助件数＞ 

501件（H25.３月末） 
 

●新たに、広域緊急交通路における沿道建築物の耐
震化を勧めるため、「広域緊急交通路沿道建築物
耐震化促進事業」を創設。 

 

減災の視点による住まいとまちの整備 

□地震時に危険な木造住宅密集市街地整備の取組
み強化 

 
 
 
 
 
 
 
 
□災害に強い良質なマンション整備の誘導 

 
 
 
 

 
 
【実施状況】 
□新たな防火規制の導入を地元市に働きかけ、市が
作成する整備アクションプログラムに導入方針を明示
することへの調整を概ね完了。 

□「（仮称）大阪府密集市街地整備方針」の今後
10 年間の安全確保のための取組みについて、関係
市や関係機関との調整を概ね完了。災害に強い都
市構造の構築、インナーエリアの活性化等の 2050
年を見すえた長期的な整備の方向性・取組みを盛り
込むべく検討を継続する。 

 
□建物の安全性や被災時の生活維持に求められる設
備・施設等の整備など、防災力が強化されたマンショ
ンを府が認定する「大阪府防災力強化マンション認
定制度」を平成 24年 11月に創設した。 

 

東南海・南海地震等の来るべき大地震に備え、生命と財産を守る減災の観点から、府民の安全・安心の基

盤である住宅・建築物の耐震化・不燃化等に取組み、災害に強いまち大阪を目指します。 

自己評価 

 
ほぼ達成
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□長期間放置されている老朽危険空家対策の提示 

 

 

 

 
 
 
密集市街地整備等により防災力の向上を図ります  
 
■地元市の各密集市街地における整備アクションプロ
グラムの策定を支援し、新たな防火規制の導入な
ど、具体的な取組みを明示します。 

 
■防災マンション認定制度の運用を開始します。 
 
 
■市町村と連携し、空家の適切な維持管理の推進、
放置された空家の除却等による地域の安全が確保
される仕組みを構築します。 

 

 

 
□「放置された老朽空き家対策の検討ワーキング」にお
いて、これまでの実態把握をもとに、老朽危険空き家
の判定基準等について市町村とともに検討、判定基
準や通報から処理のためのフロー等の素案を 3 月ま
でに作成した。 

 
 
 
 
【取組結果】 
●府の働きかけにより、関係市で新たな防火規制の導
入方針を整備アクションプログラムに明示。豊中市で
は防災街区整備地区計画を H25.4月に施行。 

 
●平成 24 年 12 月に「大阪府防災力強化マンション
認定制度」の運用を開始した。 

 
●「放置された老朽空き家対策の検討ワーキング」にお
いて、老朽危険空き家の判定基準や通報から処理
のためのフロー等の素案を年度内に作成した。今後、
市町村と取り扱いについて、足並みをそろえるべく調
整予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【部長コメント（総評）】 

「減災の視点による災害に強い住まいとまちの整備」については、ほぼ所期の目標どおり進んでいます。 

 

＜24年度を振り返っての自己評価（年度目標の達成度）＞ 

○できたこと（成果・実績） 

災害時の応急活動（救助・救急、医療、消化、緊急物資の供給）に非常に重要な役割を果たす

広域緊急交通路沿道建築物の耐震化を促進する耐震診断・改修補助制度を創設しました。 

木造密集市街地の取組みとしては、各市の整備アクションプログラムに防火規制の導入方針の明示

をするとともに、平成 32年度までに著しく危険な密集市街地の解消に向け、関係市と最低限の安全性

確保の方向性についての調整を、概ね完了しました。 

    また、老朽危険空き家の判定基準や通報から処理のためのフロー等の素案を作成しました。    

○できなかったこと（課題・反省点） 

東南海・南海地震等の来るべき大地震に備え、府民の安全・安心の基盤である住宅・建築物の耐

震化は緊急を要する事業ですが、平成 24年度については、木造住宅の耐震改修補助件数が目標戸

数に達しませんでした。平成 27年度に耐震化率 90％の目標達成へ向け、今後、まちまるごと耐震化

支援事業を中心に、より一層、市町村や民間事業者と連携し木造住宅の耐震化を促進するだけでな

く、現行のスキームに拘らず、今後の施策・事業のあり方を再検討します。 

 

＜上記評価を踏まえた 25年度における取組の方向性＞ 

○推進 

南海トラフ巨大地震の被害想定が国から公表され、我々の生活に甚大な被害が生じると予測されて

います。「人の命を守る」ことは行政として取組むべき最優先課題です。引き続き、災害に強い大阪を目

指し、府民の安全・安心の基盤である住宅・建築物の耐震化・不燃化等を進めてまいります。 
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■テーマ３：市場機能を活用した住宅まちづくり政策の展開 

 

【めざす方向】 

 

 

 

 

 

【年度の取組みを振り返って】 

24年度の取組みと目標 実施状況・取組結果 

 
 
 
 
□既存住宅流通と住宅リフォームの促進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

既存住宅・リフォーム市場の活性化を図ります 

■協議会においてホームページを立ち上げ、既存住
宅・リフォームの魅力を発信するなど、市場活性化に
向けた仕組みを構築します。 

■泉北ニュータウンでの取組みを広く情報発信するなど
により、郊外戸建て住宅地における住み替えを促進
します。 

 

 
 
 
【実施状況】 
□民間・行政による「大阪の住まい活性化フォーラム」を
設立し、既存住宅・リフォームの魅力を発信するため
のホームページを立上げるとともに、設立記念シンポ
ジウムの開催やリフォーム・リノベーションコンクールの実
施により、市場の魅力化に向けた情報発信等を行っ
た。 

□空き家の利活用や住み替え促進を図るため、空き家
所有者や地域住民を対象にしたアンケート・ヒアリン
グ調査等を実施するとともに、空き家を活用した泉北
らしい住まい・住まい方「泉北スタイル」を提案・情報
発信するセミナーの開催、情報誌の発行、フェイスブッ
クを活用した情報発信等を行った。 

 

 
 
【取組結果】 
●民間・行政の連携組織を立上げ具体的な取組みに
着手するなど、市場活性化に向けた母体となる仕組
みを構築した。 

●泉北ニュータウンでの取組みを通じて、実際の戸建て
空き家をシェアハウスとして改修するプロジェクトを進
行中。 

安心して住まいを確保できる環境整備 

□住宅確保要配慮者の住まいの安定確保 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
【実施状況】 
□事業者、家主向けの説明会を開催し、国の補助事
業の活用と「大阪あんしん賃貸住宅」への登録を PR
した。 

 
□サービス付き高齢者向け住宅の家賃減額補助制度
を創設し、家賃減額補助対象住戸として、276戸を
認定。 

 

都市型高齢社会・人口減少社会に対応するため、市場機能を活用した政策に大きく転換し、ストックを重
視した住宅まちづくり政策を展開します。あわせて、府民の不安の解消とともに多様な選択性が確保されるよう
取組みを進めます。 

 

自己評価 

 

都市型高齢社会・人口減少社会に対応した民間
住宅ストックの活用 

達 成
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住宅まちづくり部 

 
□民間賃貸住宅の原状回復トラブル防止に向けた取
り組み 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

府民が安心して確保できる住宅を増やします  

■大阪あんしん賃貸支援事業の登録住宅数を増やし
ます。 

 H23年度末：2,635戸 ⇒ H24年度末：3,000戸 
 
 
 
 
■サービス付き高齢者向け住宅の登録戸数を増やし
ます。 

 H23年度末：2,843戸 ⇒ H24年度末：5,000戸 
 
 
 
■原状回復トラブル防止に向けた取組みを充実しま
す。 

 

 
□家主、事業者へのアンケート調査や関係団体へのヒ
アリング等を実施（3～6 月）し、トラブル防止方策
を検討した結果、国の「原状回復をめぐるトラブルとガ
イドラン」を基に、わかりやすく使いやすい大阪府版の
ガイドラインを作成することとした。 
作成に当たっては、宅地建物取引業、不動産管

理業、家主の業界団体と相談機関とともにワーキン
グ・グループを立上げ（12月）、内容と普及啓発方
法について議論。平成２５年３月に大阪府版ガイ
ドラインが完成。 

 

 

 
 
 
【取組結果】 
●＜大阪あんしん賃貸支援事業の登録住宅数＞ 
    2,945戸（H25.3月末） 
新規登録目標365戸のところ、新規登録310戸の
登録を得て進捗率 84.9％となり、概ね順調に登録
を行った。 

 
 
●＜サービス付き高齢者向け住宅の登録戸数＞ 

10,687戸（H25.3月末） 
新規登録目標2,157戸のところ、新規登録7,844
戸の登録を得て進捗率 363％となり、全国一の登
録数となった。 

 
●大阪府版ガイドライン「賃貸住宅の原状回復トラブル
を防止するために」を作成し、公表。 
本ガイドラインを活用した家主や事業者への周知や
契約時における借主への配布・説明、相談対応時
の活用などの普及啓発について関係機関へ協力依
頼を実施。 

府市の住宅セーフティネットに向けた取組みの統一化 

 
 

 

 

 

 

 

 

【実施状況】 

□府市統合の協議の中で、大阪府・大阪市の住宅セ
ーフティネット施策について、広域・基礎自治体におけ
る取組みを整理。 

 

 

【取組結果】 

●大阪府・大阪市の住宅セーフティネット施策につい
て、 
・基礎自治体は、公営住宅や住宅相談窓口など住
民生活を身近で支える施策を実施 
・広域自治体は、基礎自治体と連携して、「安心して
住宅を選択できる仕組みづくり」や「家主・借主の不
安を解消する仕組みづくり」など民間賃貸住宅市場
の環境整備に係る施策を実施することと整理した。 
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住宅まちづくり部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【部長コメント（総評）】 

「市場機能を活用した住宅まちづくり政策の展開」については所期の予定どおり進んでいます。 

 

＜24年度を振り返っての自己評価（年度目標の達成度）＞ 

○できたこと（成果・実績） 

既存住宅・リフォーム市場の活性化へ向け、民間・行政による「大阪の住まい活性化フォーラム」を設

立し、シンポジウムの開催やリフォーム・リノベーションコンクールの実施により、既存住宅・リフォームの魅力

を PRすることができました。 

安心して住まいを確保できる環境整備については、サービス付き高齢者向け住宅の家賃減額補助制

度を創設し、整備を後押しすることにより、大阪府はサービス付き高齢者向け住宅の登録戸数が全国で

最も多い都道府県となりました。また、賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために、業界団体や相

談機関とともに、大阪府版のガイドラインを作成・公表し、今後連携した普及啓発を行うこととしました。 

○できなかったこと（課題・反省点） 

   － 

 

＜上記評価を踏まえた 25年度における取組の方向性＞ 

○推進 

今後、「大阪の住まい活性化フォーラム」の活動等を通じて、中古住宅の流通やリフォーム市場の活

性化につながる取組みをさらに進めてまいります。あわせて、府民が安心して住宅を選択できる仕組みづ

くりとして、大阪あんしん賃貸支援事業の登録戸数の増加、サービス付き高齢者向け住宅の供給促進

に引き続き取組んでまいります。 
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住宅まちづくり部 

■テーマ４：府営住宅ストックの有効活用～地域のまちづくりの推進・経営の視点の強化～ 

 

 

 

【めざす方向】 

 

 

 

 

【年度の取組みを振り返って】 

24年度の取組みと目標 実施状況・取組結果 

地域力向上に向けたまちづくりの推進 

□市町と連携した府営住宅ストックの活用 
 

 
 
 
□地域密着の住民サービスを提供する観点からの市
町への府営住宅の移管 
 

 

 

市町と連携したまちづくりを進めます 

■「府営住宅資産を活用したまちづくり会議（仮
称）」を、H24～H26 に全 38市町と設置します。 

 
 
 
 
 
■府市統合本部の基本的方向性（案）のとりまとめ
結果を踏まえ、府営住宅の大阪市への移管を進め
ます。 

 
 
【実施状況】 
□府営住宅のある全 38 市町と「府営住宅資産を活
用したまちづくり会議」設置に向けた協議を実施。 
・会議において、空き室活用や、大規模団地のまち
づくりに向けた協議を実施。 
 

□平成 24 年 6 月 29 日 戦略本部会議で、「大阪
市内の府営住宅を 27 年度までに大阪市へ移管す
る」との基本的方向性（案）を決定。移管に向けた
詳細協議を実施。 

  
 

 
 
【取組結果】 
●25年3月時点で20市町と「府営住宅資産を活用
したまちづくり会議」を設置。 
地元市と協議のうえ、空き室を福祉活動拠点（3
団地）、子育て広場（1 団地、25 年度予定）等
に活用。大規模団地（5 団地）で、府営住宅を活
用したまちづくり基本構想を作成。 

 
●移管スキーム（移管条件等）について、公営住宅
タスクフォースにおいて基本的に合意。（起債償還な
ど詳細は府市間で協議を継続） 

貴重なストックの長期活用の取組み 

□ストック総合活用計画に基づく耐震化・バリアフリー
化の推進 

 
 
 

耐震化・バリアフリー化を進めます  

■耐震化率・バリアフリー化率の目標達成に向けて、

 
 
【実施状況】 
□中層住宅への耐震改修事業の導入に向けた具体
的検討、エレベーター設置基数の精査等を実施。 

□国費不足等により、24 年度実施予定事業の一部
を 25年度以降に実施するなど、事業量を精査。 

 

 

【取組結果】 

●建替事業 1,414 戸、耐震改修事業 1,705 戸の

地域資産としての府営住宅を活用して基礎自治体等が多様なサービスを提供できるよう取組みを展開すると

ともに、経営の視点を強化した府営住宅ストックの有効活用を図ります。 

 

自己評価 

 
ほぼ達成
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住宅まちづくり部 

H24年度は、建替事業1,133戸、耐震改修事業
1,321 戸、住戸内バリアフリー化事業 1,200 戸、
中層ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置事業 60基を実施します。 

24 年度予算を確保し、耐震化を推進。なお、住戸
内バリアフリー化事業、中層エレベーター設置事業
は、国費不足等のため、24 年度の目標事業量を達
成できなかった。 

経営の視点を強化した府営住宅の運営 

□低未利用地などの売却・貸付による財源の確保 
  
 
□家賃収納率の更なる向上 
  
 
 

 

 

経営の視点による収入確保を進めます 

■財政構造改革プラン（案）の府営住宅資産処 
分の目標額 
148億円（H23～H25）の達成（H24目標 54億円） 
 

■家賃収納率の向上 
  H23見込み：99.0％  ⇒ H24：99.5％ 

 

 

【実施状況】 

□財政構造改革プラン（案）目標に向け、24年度の
売却等を計画的に実施。 

 
□滞納者への対策を強化 
・短期滞納者対策 
電話督促 54,973件、現地訪問 4,109件 
（平成 25年 3月末） 

・既退去者滞納者対策 
43,543,031円回収（平成 25年 3月末） 

 

 

【取組結果】 
●東三国住宅外18団地において、用地売却・貸付を
実施。 
契約額は目標を上回る約 69億 6千 5百万円。 
 

●24 年度家賃収納率は、23 年度実績 99.05％と
ほぼ同程度の見込み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【部長コメント（総評）】 

「府営住宅ストックの有効活用」については、ほぼ所期の目標どおり進んでいます。 

 

＜24年度を振り返っての自己評価（年度目標の達成度）＞ 

○できたこと（成果・実績） 

市町と連携した「地域力向上に向けたまちづくり」の取組みについて、まちづくり会議で議論を進め、

府営住宅を活用した福祉活動拠点が開設されるなど、徐々に成果をあげつつあります。今後とも高

齢者などのニーズを十分把握し、さらに、多様な活用ができるよう協議を深めていきます。 

大阪市への移管については、基本的方向性（案）に基づき、移管に向けた協議を進め、公営住

宅タスクフォースにおいて移管スキーム（移管条件等）を基本的に合意しました。起債償還など詳

細は引き続き協議を進めていきます。 

○できなかったこと（課題・反省点） 

今年度は国費不足等のため、住戸内バリアフリー化事業、中層エレベーター設置事業について

は、予定していた事業量を実施することができませんでした。 

 

＜上記評価を踏まえた 25年度における取組の方向性＞ 

○推進 

引き続き、地域資産としての府営住宅を、地域課題の解消や地域力の向上につながるまちづくり

に活用するとともに、入居者の安全、安心を確保するため、耐震化、バリアフリー化などに取組んでま

いります。 


